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第１章 計画策定の趣旨 

計画策定の趣旨
第１章
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１ 計画策定の背景と目的 

自転車は、便利で身近な乗り物として、通勤・通学、買物、サイクリング、レジャーなど、

日常生活から余暇活動まで、様々な場面で利用されています。 

一方で、自転車と歩行者の接触事故など、様々な問題が生じており、道路を利用する   

すべての方々の安全・安心で快適な利用環境の構築は社会的な課題となっています。 

自転車は、環境負荷が少なく、健康的で、災害時などにおいても機動性が高いことなど、

その特徴から様々な場面での活用が期待されています。 

本市の自転車施策は、昭和 55 年の「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の 

総合的推進に関する法律」に基づいて、昭和 62年に策定した「川崎市自転車等の放置防止に

関する条例」など放置・駐輪対策をはじめとして、ルール・マナー啓発や平成 27 年 2 月の 

「川崎市自転車通行環境整備に関する考え方」に基づく整備など、その必要性に応じ、施策

を展開してきました。 

平成 29 年 5 月には、「自転車活用推進法」が施行され、自転車の活用を加えた自転車に  

関する総合的な対策が必要となったことから、様々な施策の方向性を取りまとめた、「川崎市

自転車利用基本方針」を平成 30 年 3 月に定めています。 

平成 30年 6 月には、東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催される令和 2年

度までを計画期間とする「自転車活用推進計画」が閣議決定され、各自治体の自転車活用 

推進計画の策定推進に向けて同年 8月に「地方版自転車活用推進計画策定の手引き(案)」が

国から示されました。本市においても、シェアサイクルの実証実験やサイクルスポーツの 

活性化など、自転車活用の機運の高まりがあることから、「安全・安心で魅力と活力のある

自転車を活用したまちづくりの推進」に向けて、同法の理念を踏まえるとともに、総合的な

自転車施策を進めるため、本市の実情に応じたより具体的な施策を取りまとめた「川崎市 

自転車活用推進計画」を策定することとしました。 

【自転車活用推進法の基本理念】 
・自転車による交通が、二酸化炭素等の環境に深刻な影響を及ぼす物質及び

騒音・振動を発生しないという特性並びに災害時において機動的であると 

いう等の特性を有すること 

・自動車への依存の程度を低減することが、国民の健康の増進及び交通の 

混雑の緩和による経済的社会的効果を及ぼすこと 

・交通体系における自転車による交通の役割を拡大すること 

・交通の安全の確保が図られること

【本計画の目的】 
安全・安心で魅力と活力のある自転車を活用したまちづくりの推進
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 参考：自転車活用推進法                          

■目的

    自転車の活用の推進に関し、基本理念、国の責務及び施策の基本となる事項を 

定め、自転車の活用を総合的かつ計画的に推進する。

■地方公共団体の責務

    地方公共団体は、基本理念にのっとり、自転車の活用推進に関し、国との適切な

役割分担を踏まえて、区域の実情に応じた施策を策定、実施する。

■基本方針※

   重点的に検討・実施されるべき施策

   ①自転車専用道路・自転車専用通行帯等の整備

   ②路外駐車場の整備、時間制限駐車区間の指定見直し

   ③シェアサイクル施設の整備

   ④自転車競技施設の整備

   ⑤高い安全性を備えた良質な自転車の供給体制の整備

   ⑥自転車安全に寄与する人材の育成及び資質の向上

   ⑦情報通信技術等の活用による自転車の管理の適正化

   ⑧交通安全に係る教育及び啓発

   ⑨自転車活用による国民の健康の保持増進

   ⑩学校教育等における自転車活用による青少年の体力向上

   ⑪自転車と公共交通機関との連携促進

   ⑫災害時の自転車の有効活用体制の整備

⑬自転車を活用した国際交流の促進

   ⑭観光旅客の来訪の促進その他の地域活性化の支援

■自転車活用推進計画

    政府は、基本方針に即し、目標及び構ずべき必要な法制上・財政上の措置等を  

定めた自転車活用推進計画を閣議決定で定め、国会に報告する。

    都道府県や市町村は、自転車活用推進計画を勘案し、当該区域の実情に応じた 

自転車活用の推進に関する施策を定めた計画を定めるよう努めなければならない。

■その他

   5 月 5 日を「自転車の日」、5月を「自転車月間」とする。

※法令の文章を平易な表現に変えて表記しています。
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２ 計画期間 

計画期間は、長期的な展望を視野に入れつつ、川崎市総合計画第２期実施計画に基づく  

各施策の着実な取組の推進に向け、令和２年度から令和３年度まで［第１期］とします。 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 4年度 

～7 年度 
令和 8年度～ 

川崎市 

総合計画 

川崎市自転車 

活用推進計画 

３ 本計画の位置付け

本計画は、持続可能な開発目標（SDGs）の視点を踏まえるとともに、「川崎市総合計画」   

などの上位計画や法令及び関連計画と連携し、国が閣議決定した「自転車活用推進計画」  

を勘案し策定するものであり、本市の自転車活用の推進に関して基本となる計画として位置

付けるものです。 

第２期実施計画 

第１期 第２期 第３期 

第３期実施計画 

総括

評価

総括

評価

総括

評価

※本計画は、PDCAサイクルに則り進捗を管理し、川崎市総合計画第３期実施計画 

の策定を踏まえて計画を見直します。 

川崎駅東口周辺地区総合自転車対策基本計画は令和元年度までの計画ですが、継続して実施する施策については

本計画に位置付けます。

■自転車の安全利用の促進及び自転車等
の駐車対策の総合的推進に関する法律

（昭和55年制定）

■自転車活用推進法
(平成29年5月施行) など

■新・かわさき観光振興プラン

■川崎市スポーツ推進計画

■川崎市新多摩川プラン

■川崎市環境基本計画 など

関連計画

法 律

■川崎市総合計画

■川崎市都市計画マスタープラン全体構想

■川崎市総合都市交通計画

上位計画

■自転車活用推進計画

（平成30年6月閣議決定）

国

川崎市自転車活用推進計画

ルール・
マナー啓発

自転車の活用

駐輪対策
通行環境整備

(自転車ネットワーク計画)

平成31年3月策定

川崎市自転車活用推進計画

川崎市自転車利用基本方針(平成30年3月策定)

上位計画
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第１章 計画策定の趣旨     

第１章 自転車利用の現状と課題 

自転車利用の現状と課題
第２章
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第２章 自転車利用の現状と課題     

１ 自転車の利用状況 

（1）はじめに 

「川崎市自転車利用基本方針」で整理した自転車の利用状況や現状と課題について、

経年変化による数値の追加・更新や、最新の情報について追加しています。 

（2）自転車の利用状況 

■ 市民アンケートによると、約 7 割の人が自転車を所有しており、自転車は市民に  

とって身近な乗り物と言えます。 

図 2-1 所持している交通用具（複数回答） 

出典：平成 28 年度かわさき市民アンケートより

■ 市内における自転車分担率をみると、多摩川に沿った平地部で自転車の利用が多く

なっており、特に川崎駅の海側では広い範囲で分担率が高い地区が広がっています。

一方で、起伏が多い宮前区や麻生区では低くなっています。 

図 2-2 自転車分担率※１（代表交通手段※２＋鉄道端末交通手段※２） 

出典：第 5回東京都市圏パーソントリップ調査（平成 20年）より
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13.3%

1.0%
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自転車
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バイク（原付を含まない）

自動車

その他

いずれも持っていない

（無回答）
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第２章 自転車利用の現状と課題     

（3）自転車の利用目的 

市内における自転車の利用目的を見ると、通勤が 33％、買い物など私事交通が 57％を

占めるなど、市民の日常の足になっています。内訳をみると、通勤では職場までの直接

利用(20.5% 代表交通手段)の方が駅までの利用（12.0% 駅端末交通手段）より約 1.7 倍

多く、通学では学校までの直接利用(4.5%)と駅までの利用(4.5%)が概ね同数となってい

ます。また、私事交通では大半が日常利用として商業施設等の目的地まで直接利用され

ています。 

タイプ 

利用 
目的 利用形態 駐輪特性 自転車トリップ数 

Ａ

通
勤
通
学

代表交通

手段 

■自宅から職場や学校まで

自転車のみを利用 長時間 
通勤：約61,000 トリップ※４

通学：約13,000 トリップ

Ｂ
駅端末交

通手段 

■代表交通手段は鉄道 

（自転車は自宅⇔鉄道駅、鉄道駅⇔職場） 

長時間 

通勤：約38,000トリップ
 自宅～駅 約 36,500 トリップ 
 駅～職場 約  1,500 トリップ 

通学：約14,000トリップ 
 自宅～駅 約 13,500 トリップ 
 駅～学校 約    500 トリップ

Ｃ

私
事
※
３

代表交通

手段 

日
常

利
用

■自宅から目的地 
（商業施設・公共施設な

ど）まで自転車のみ利用
短時間 約162,000 トリップ

Ｄ 観
光

■シェアサイクル

による観光地など

の周遊（本市での利用
形態なし）

短時間 

約 3,000 トリップ

Ｅ

レ
ジ
ャ
ー

健
康
増
進

■健康増進や趣味な

ど自転車に乗ること

が主目的 － 

Ｆ
駅端末交

通手段 

■代表交通手段は鉄道 

（自転車は自宅⇔鉄道駅） 長時間 約11,000 トリップ

図 2-3 自転車の利用目的別分類 

出典：第 5回東京都市圏パーソントリップ調査結果（平成 20年）より 

※１ 自転車トリップ数の全交通手段のトリップ数に占める割合のことを自転車分担率といいます。 
※２ 1 回のトリップで複数の交通手段を使用した場合、その中の主な交通手段を代表交通手段、代表交通手

段の端末交通に相当する交通手段を端末交通手段といいます。 
※３ 通勤、通学、業務を除いた移動目的（買物、外食、観光、通院など）のことを私事といいます。 
※４ 人がある目的を持って、ある地点からある地点へ移動する一単位のことをトリップといいます。 

通勤(代表), 
61,000, 20%

通勤(駅へ), 
36,500, 12%

通勤(駅から), 
1,500, 1%

通学(代表), 
13,000, 4%

通学(駅へ), 
13,500 4%

通学(駅から), 

私事(代表), 
162,000, 54%

私事(駅へ), 
11,000, 4%

観光・レジャー, 
3,000, 1%1.0%

3.5%

20.5%

12.0%

53.5%

観光・ﾚｼﾞｬｰ,
1%

通勤,
33%私事,

57%
通学,
9%

4.5%
0.2%

0.5%

4.5%
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第２章 自転車利用の現状と課題     

 参考：他都市と比較した自転車の利用傾向                     

■ 全国の政令市における自転車分担率の代表交通手段と駅端末交通手段の相関図

を見ると、他都市と比べて、本市は代表交通手段よりも、駅端末交通手段におけ

る分担率が比較的高くなっています。 

図 2-4 政令市における自転車分担率の代表交通手段と駅端末交通手段の相関図 

出典：平成 22年国勢調査より

自宅 駅 

○○会社

学校・職場 
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第２章 自転車利用の現状と課題     

（4）自転車を利用する距離 

代表交通手段としての自転車利用は、通勤・通学目的では 1km 以上 4km 未満が多い  

ほか、5km 以上も一定数見られます。一方で、私事目的としての自転車利用は、2km 未満

に集中しています。また、いずれも 1km 未満では徒歩の占める割合が高くなっています。 

図 2-5 距離帯別交通手段別トリップ数【代表交通手段】（徒歩・電車・バス） 

駅端末交通手段としての自転車利用は、通勤・通学、私事目的ともに 3km までが大半

を占めています。1km 未満では徒歩の分担率が非常に高く、鉄道の乗降客数が多い拠点駅

を中心に、駅周辺は歩行者交通量が集中していると推測されます。 

図 2-6 距離帯別交通手段別トリップ数【駅端末交通手段】（徒歩・電車・バス） 

90.2
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0.5
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17.9
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1.4
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10～15km

移動距離別トリップ数（徒歩・自転車・バス）

【代表交通手段】【通勤・通学目的】

徒歩 自転車 バス

（単位：千トリップ）

200.6

43.7

6.2

4.1

0.8

1.5

51.0

57.8

25.0

15.8

3.4

10.8

1.5

2.3

9.5

8.5

7.5

3.0
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1.0
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移動距離別トリップ数（徒歩・自転車・バス）

【代表交通手段】【私事目的】

徒歩 自転車 バス

（単位：千トリップ）

563.8

43.2

0.8

0.1

11.5

25.9

10.5

3.6

0.4

0.6

5.6

26.0

25.6

17.3
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【鉄道端末手段】【通勤・通学目的】

徒歩 自転車 バス

（単位：千トリップ）

231.9

12.4

0.3

3.8

4.6

1.7

0.5

0.1

0.1

2.8

6.9

6.0

3.9

1.2
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3～4km

4～5km

5～10km

10～15km

移動距離別トリップ数（徒歩・自転車・バス）

【鉄道端末手段】【私事目的】

徒歩 自転車 バス

（単位：千トリップ）

2km 未満に集中

1～4km 未満が多い

出典：第 5回東京都市圏パーソントリップ調査結果（平成 20年）より

※徒歩の速度を 4km/h、自転車とバスの速度を 12km/h として、所要時間から移動距離を算出しています。

出典：第 5回東京都市圏パーソントリップ調査結果（平成 20年）より
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第２章 自転車利用の現状と課題     

（5）本市における自転車の取組の考え方 

 上位計画である「川崎市総合都市交通計画」では、次のように位置付けています。

 ■身近な地域における交通施策（徒歩、自転車、路線バスなど）の考え方

   ・本市がめざすコンパクトなまちづくりの実現や高齢化の進展等の環境変化への対応

を図るため、歩行者にやさしい交通環境の整備や身近な公共交通の一層の充実など

に取り組む必要があります。

   ・自転車については、身近な交通手段として安全利用を推進するとともに、地域の  

状況や特性等を踏まえ、通行環境や駐輪場などの利用環境の整備や自転車の活用 

などに取り組む必要があります。

図 2-7 川崎市総合都市交通計画における自転車の取組の考え方 
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第２章 自転車利用の現状と課題     

２ 現状と課題 

（1）通行環境整備 

  ア 現状 

   （ｱ） 自転車通行環境の整備

■ 本市では、道路を利用するすべての人が、安全・安心で快適に通行できる道路空間

を形成するために、「川崎市自転車通行環境整備実施計画-STAGE1-」（以下「実施  

計画-STAGE1-」という。）（平成 27年 2 月策定）等に基づき、これまで「自転車事故

の多発箇所」や「地域からの要望箇所」などにおいて、安全性の向上に向けた自転

車通行環境の整備を進めてきました。 

■ 平成 31 年 3 月 31 日現在、川崎市が管理する道路において、約 20km の自転車通行

環境の整備を実施しています（P13 参照）。 

   （ｲ） 川崎市自転車ネットワーク計画

■ 平成 28年 7 月に「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」が国土交通省・

警察庁により改定され、平成 29 年 5 月には「自転車活用推進法」が施行される   

など、更なる自転車の通行環境整備の取組が求められており、こうした取組の推進

を図るため、平成 31 年 3 月に「川崎市自転車ネットワーク計画」を策定しました。 

図 2-8 川崎市自転車ネットワーク計画の基本方針と目標 
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第２章 自転車利用の現状と課題     

■通行環境整備①：自転車道の設置                          

■通行環境整備②：自転車専用通行帯の設置                      

■通行環境整備③：車道混在（矢羽根等の設置）                    

■通行環境整備④：安全啓発（自転車通行位置の明示＋安全啓発対策の実施）

車道の間に縁石や柵を設置し、

歩行者、自転車、自動車を物理

的に分離する一方通行の自転

車道を整備

川崎区駅前本町地区

■整備事例

車道左端の路面を青く着色し、

車道上で自転車の通行空間を

視覚的に分離する自転車専用

通行帯を整備

中原区中丸子地区

■整備事例

車道左端の路面に青色の矢羽根

や、ピクトグラム（進行方向を 

示す矢印や自転車のマーク等）を

設置し、車道上で自転車の通行 

位置を明示する車道混在の整備

高津区末長地区

■整備事例矢羽根、 

車道左端の路面にピクトグラム

（進行方向を示す自転車マーク

等）を設置した上で、電柱類への

サイン設置など、歩行者や自転車

などへの安全啓発対策を実施

自転車通行位置の明示

（ピクトグラムの設置） 

路面へのシールや 

電柱類へのサインの設置 

図 2-9 自転車道 

図 2-10 自転車専用通行帯 

図 2-11 車道混在（矢羽根等）

図 2-12 安全啓発 
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第２章 自転車利用の現状と課題     

図 2-13 市内の自転車通行環境整備状況（平成 31年 3月 31 日現在） 

主要地方道東京丸子横浜

県道川崎府中

市道向ヶ丘遊園駅菅生線

国道 409 号

自転車道      4.3km 
自転車専用通行帯 4.5km 
車道混在           11.2km 
合 計 20.0km 

車道混在

自転車道

自転車専用通行帯

※サイクリングコースを除く
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第２章 自転車利用の現状と課題     

   （ｳ） 自転車通行環境整備の効果検証

■ 「実施計画-STAGE1-」において、再開発が進む JR 武蔵小杉駅南口周辺（武蔵  

小杉駅を中心に半径約 500m 圏内）をリーディング事業エリアとして位置づけ、

平成 28 年度末までに約 2㎞の自転車通行環境の整備を行いました。 

図 2-14 武蔵小杉駅周辺の整備状況（平成 29年 2月現在） 

整備実施後の平成 29 年 2 月に近隣の駐輪場において、矢羽根の設置に関する認知

度や自転車の通行位置についてのアンケートを実施しました。 

アンケート結果では、整備前は 29%の自転車利用者が歩道を走行していましたが、

整備後は 8%に減少し、92%の自転車利用者が車道を走行する結果となっており、21% 

上昇しています。 

また、矢羽根の設置に関して「自動車が矢羽根を認識できるため、自動車との接触

する危険性が低くなったと思う」、「心理的に車道を通りやすくなった」などの意見が

ありました。 

以上のことから、本エリアでは、自転車通行環境の整備を行うことで、通行位置の

遵守が促されることにより、安全性や快適性の向上が図られました。 

問．矢羽根が整備される前（後）は、主に歩道と車道どちらを通行していますか。

図 2-15 整備前後の自転車通行位置の変化 

資料：アンケート調査結果（平成 29年 2月実施）より

矢羽根を設置 
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第２章 自転車利用の現状と課題     

また、下図に示すように「実施計画-STAGE1-」に位置づけられた緊急整備箇所の 

うち、平成 27 年度施工箇所（12 区間）において整備前と整備後の自転車関連事故 

件数の比較を実施した結果、整備前（平成 20～24 年）における平均 13.4 件/年に 

対して、整備後（平成 28～29 年）には 6件/年と約 55％の自転車関連事故の低減 

効果がみられました。 

図 2-16 「実施計画-STAGE1-」緊急整備箇所における自転車関連事故件数の整備前後比較 

出典：川崎市自転車ネットワーク計画より

13.4 

6.0 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

整備前

H20～24平均

整備後

H28～29平均

自転車関連事故件数の推移

約45％に低減約 55％低減

(件/年) 
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第２章 自転車利用の現状と課題     

 参考：道路構造令の改正（自転車通行帯の追加）                  

■ 自転車を安全かつ円滑に通行させるため設けられる帯状の車道の部分として 

「自転車通行帯」に関する規定が道路構造令上に新たに規定されました（平成 

31 年 4 月 25 日施行）。 

出典：国土交通省道路局より

図 2-17 道路構造令の改正（自転車通行帯） 
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第２章 自転車利用の現状と課題     

  イ 課題 

   （ｱ） 通行環境の整備状況

  通行環境が連続的に整備されていない                    

■ これまでは安全性の向上を目的に、自転車事故多発箇所などにおいて、緊急的な

通行環境整備を進めてきたため、箇所ごとの点的な整備となっています。 

   （ｲ） 自転車関連事故の発生状況

  自転車関連事故の件数は減少しているものの、全事故に対する割合は 30%前後で推移

■ 自転車が関連する事故は、過去 10年間で 1/3 程度減少しています。 

■ しかし、交通事故全体に対する自転車関連事故の割合は、30%前後で推移しており、

本市は過去 10 年間、常に神奈川県内の平均を上回っている状況です。 

図 2-18 川崎市内の交通事故発生状況の推移 

出典：神奈川県警察本部提供のデータより
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第２章 自転車利用の現状と課題     

  交差点部における右左折時や出会い頭の事故が多く、さらなる対策が必要         

■ 市内の自転車関連事故を事故類型別に見ると、「右左折時」32％が最も多く、  

「出会い頭」の 24％と併せて 56%を占めています。道路形状別に見ると、「交差点

内」が 65％と最も多く、次いで「一般単路」で 27％となっています。 

  自動車との衝突事故が最も多く、ドライバーへの注意喚起が必要          

■ 市内の自転車関連事故を相手当事者別で見ると、「自動車」が 73％と最も多く、 

他は 5％程度と少ない状況です。 

図 2-21 市内の自転車事故（相手当事者別）（平成 27 年～平成 30年） 

出典：神奈川県警察本部提供のデータより

自動車
73%

自動二輪
5%

原付
5%

自転車相互
5%

自転車単独
2%

歩行者
5%

その他
5%

n= 3,909

車両単独
2% 正面衝突

2%

追突
1%

出会い頭
24%

右左折時
32%

その他車両相互
33%

歩道上横断
1%

歩道外横断
1%

その他人対車両
4%

列車
0%

n= 3,909

交差点内
65%交差点付近

4%

一般単路
27%

カーブ・屈折
2%

トンネル
0%

橋
0%

踏切
0%

一般交通の場所
2%

n= 3,909

図 2-20 市内の自転車事故（道路形状別）

（平成 27年～平成 30 年） 

図 2-19 市内の自転車事故（事故類型別）

（平成 27年～平成 30 年） 

出典：神奈川県警察本部提供のデータより 出典：神奈川県警察本部提供のデータより
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第２章 自転車利用の現状と課題     

  自転車事故は朝夕に多く、特性を踏まえた対策が必要               

■ 市内の自転車関連事故を時間帯別で見ると、昼間（6～18 時）が 78％と多く、   

夜間（18～6 時）は 22％と少ない状況です。 

■ 特に、交通が多い朝夕の時間帯は、自転車関連事故が多い傾向となっています。 

昼夜別（その 1）

図 2-22 市内の自転車事故（昼夜別）（平成 27年～平成 30年） 

出典：神奈川県警察本部提供のデータより

昼夜別（その 2）

図 2-23 市内の自転車事故（時間別）（平成 27年～平成 30年） 

出典：神奈川県警察本部提供のデータより
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第２章 自転車利用の現状と課題     

 参考：交差点における自転車事故                         

■ 幹線道路と細街路との交差点での事故について、自転車の通行位置と進行方向別に

行われた調査では、車道、歩道の走行位置と進行方向による事故発生件数は、「歩道

民地寄り」の走行において、「歩道車道寄り」、「車道」に比べて、多くなっています。 

■ これは、細街路から自動車が出る際、歩道を走行する自転車は、自動車の死角になっ

ている状態であり、また、進行方向では、「歩道」、「車道」を問わず、自動車の進行

方向と逆方向で事故が多くなっています。 

出典：土木技術資料 Ver.51-4(2009)より 

車道

歩道車道寄り

歩道民地寄り

← 進行方向

民地

2002 年～2005 年（4 年間）の事故件数

（）内の数字は事故発生率（件／100 万

民地

図 2-24 交差点における自転車事故発生状況 
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第２章 自転車利用の現状と課題     

（2）駐輪対策 

  ア 現状 

   （ｱ） 駐輪場の整備

■ 駐輪場の整備は継続的に実施しており、平成 30 年には平成 21 年の約 1.3 倍を確保

しています。 

■ 平成 30 年時点で、自転車が利用可能な市営駐輪場は 140 箇所（41,336 台）、民間  

駐輪場は 108 箇所（28,504 台）が整備されており、市内 51 駅※と隣接市 2駅の計 53

駅のうち 47 駅（JR 鶴見線 4 駅と JR 南武線矢向駅、京王線若葉台駅以外）において

放置禁止区域を指定しています。 

図 2-25 駐輪場整備台数 

出典：川崎市内鉄道駅周辺における放置自転車等実態調査より

※武蔵溝ノ口駅と溝の口駅は 1駅とカウント

川崎駅東口周辺自転車等駐輪場第8施設 

＜機械式（1,226 台）、平成 24年 10 月開設＞ 

向ヶ丘遊園駅周辺自転車等 

駐車場第 1施設 

＜3F（697台）、平成 28年 6月開設＞ 

オダクル向ヶ丘遊園南口（一時） 

＜1F（273台）＞ 

小田急電鉄株式会社による整備・運営 

図 2-26 駐輪場整備状況
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第２章 自転車利用の現状と課題     

■ 「川崎駅東口周辺地区総合自転車対策基本計画」及び「実施計画」に基づき、  

川崎駅東口周辺地区の目抜き通りとなる市役所通りと新川通りにおいて、自転車

通行環境と時間利用駐輪場の整備を実施しています。 

・市役所通りについては、平成 26 年 7 月に完成し全線供用開始後に自転車利用

者の通行位置に関する遵守率の実態調査を継続的に行っています。 

・また、利用者にアンケート調査を実施したところ、安全性の向上や放置自転車

の低減に高い評価を得ていますが、自転車利用者への通行ルール・マナーに関

する不満も一定数あることから、継続して啓発活動に取り組む必要があります。 

図 2-27 市役所通りの整備状況 

・新川通りの整備については、平成 28 年度に実施した「新川通り通行環境整備 

関係者会議」により決定した整備方針に基づき、市役所通りと同様の整備形態

で整備を実施しており、令和 2年度の完成を予定しています。 

・なお、自転車は車道通行が原則ですが、市役所通り、新川通りの通行環境に   

ついては、学識経験者や地元自治会、商店街等の関係者を含めた会議や社会実験

により、バス運行への影響など地域特性を踏まえた上で、歩道上に自転車の通行

位置を指定する整備形態を採用しています。

整備前 整備後

図 2-28 市役所通り・新川通りにおける社会実験の概要
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第２章 自転車利用の現状と課題     

   （ｲ） 放置自転車の撤去活動

■ 自転車等放置禁止区域にて放置自転車の撤去を 

実施しており、撤去台数は年々減少しています。 

■ 一定期間保管した後、引き取り手のない自転車は、

リサイクル自転車として点検・整備の上販売し、 

再利用しています。 

   （ｳ） 整理誘導員による誘導

■ 自転車の放置が多い地域において、整理誘導員を 

配置し、駐輪場への誘導などを実施しています。 

   （ｴ） 民間による駐輪場の整備促進

■ 民間事業者による駐輪場整備への協力については、「自転車の安全利用の促進及び

自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」や「川崎市自転車等駐輪場の  

附置に関する条例」において定められています。 

○自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律

第 5条 2 鉄道事業者は、地方公共団体又は道路管理者から自転車等駐車場の設置に協力を
求められたときは、その事業との調整に努め、鉄道用地の譲渡、貸付けその他の措置を講ず
ることにより、当該自転車等駐車場の設置に積極的に協力しなければならない。ただし、鉄
道事業者が自ら旅客の利便に供するため、自転車等駐車場を設置する場合は、この限りでな
い。 

図 2-29 放置自転車の撤去状況

図 2-30 整理誘導員による誘導
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第２章 自転車利用の現状と課題     

■ 「放置禁止区域未指定の駅周辺」や「駐輪場が不足する駅周辺」に、公民連携に

よる駐輪場の整備を促進するため、平成 25 年 4月より「民間自転車等駐車場整備

費補助金制度」を導入しました。 

特に、買物等を目的とした自転車利用者への対応として、短時間利用駐輪場の  

積極的な整備を目指しています。 

○民間自転車等駐車場整備費補助金制度の概要
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第２章 自転車利用の現状と課題     

■ 平成 17年 10 月 1 日から市内（都市計画法で定める市街化調整区域及び工業専用

区域を除く。）で、大量の駐車需要を生じさせる一定規模以上の集客施設や商業

施設等を新築又は増設する場合、施設の管理者は、利用者のためにその施設若し

くはその施設内又は施設から、50 メートル以内の場所に算定した台数以上の  

自転車等駐車場の設置が義務づけられています。 

図 2-31 附置義務による駐輪場整備台数 

資料：建設緑政局調べ
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表 2-1 自転車等駐車場を設置しなければいけない施設
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第２章 自転車利用の現状と課題     

  イ 課題 

   （ｱ） 放置自転車台数

  鉄道駅によっては、駐輪場に余裕があるにも関わらず放置自転車が発生       

■ 鉄道駅別に駐輪場の収容台数と利用者数、駅周辺の放置自転車台数をみると、  

市内の駐輪場利用率は 70%程度となっていますが、放置自転車が発生している 

地域があり、地域によって偏りがあります。 

■ 電動アシストやチャイルドシート付など大型自転車の利用が近年拡大しており、

これらの駐輪ニーズに対応する必要があります。 

図 2-32 駐輪場の利用状況 

出典：川崎市内鉄道駅周辺における放置自転車等実態調査より

図 2-33 主要駅における駐輪台数と駐輪場収容台数(平成 30 年) 

出典：川崎市内鉄道駅周辺における放置自転車等実態調査より
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  放置自転車は減少傾向にあるが、より効果的な撤去活動が必要

■ 駐輪場の整備や放置自転車対策の実施により、放置自転車は減少傾向にあります。 

■ 放置自転車の撤去台数も減少傾向にありますが、抑止効果を高めるため、より  

効果的な撤去活動が求められています。 

図 2-34 放置自転車台数 

出典：川崎市内鉄道駅周辺における放置自転車等実態調査より

図 2-35 放置自転車の撤去台数と返還台数 

資料：建設緑政局調べ
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第２章 自転車利用の現状と課題     

（3）自転車の活用 

  ア 現状 

   （ｱ） 地形や立地、利用実態

■ 川崎市は多摩川の右岸に沿って細長く広がっており、市内には川崎大師や生田緑地

などの観光資源が点在しています。 

■ 川崎区、幸区、中原区などは平地が広がり、自転車を利用しやすい地形となって  

います。 

■ 自転車は多くの市民の日常の足として利用されており、今後は観光やレジャーでの

活用についても期待されています。 

■ 自転車の利用目的では、通勤・通学が４割を超えており、特に自宅から職場まで  

自転車を利用している人が多い状況です。 

   （ｲ） 周辺都市の状況

■ 川崎市に隣接する横浜市や東京都世田谷区、大田区ではコミュニティサイクルが 

導入されています。 

■ 本市も含め周辺都市でも自転車利用状況等を踏まえた自転車ネットワーク計画が 

策定されており、市内外への自転車による移動の利便性の向上に向け、整備の推進

が求められています。 

■ 現在整備が進められている羽田連絡道路には自転車道を整備する予定であり、完成

後は羽田空港へのアクセスも向上し、立地的にも今後幅広く自転車を活用する潜在

的な力があります。 

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

図 2-36 川崎市の地形や立地 

町田市

狛江市

世田谷区

品川区

砧公園
駒沢オリンピック公園

等々力渓谷

池上本門寺
溝の口

大田区

武蔵小杉 大森

大田スタジアム
（東京オリンピック・パラリンピック会場エリア） 

蒲田

横浜市

こどもの国
港北ニュータウン

羽田連絡道路
(令和 2 年度完成予定)川崎

鶴見

新横浜

横浜・みなとみらい

二子玉川

等々力緑地 

川崎大師 

羽田空港 

夢見ヶ崎動物公園 生田緑地 

かわさき多摩川ふれあいロード 
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   （ｳ） シェアサイクル事業

ａ）川崎市シェアサイクル実証実験

■ 本市では、地域の活性化や放置自転車の抑制などの行政課題を解決するため、平成

31 年 3 月 18 日から、登戸・向ヶ丘遊園駅周辺エリア及び殿町・大師河原エリアに

おいて、「川崎市シェアサイクル実証実験」を実施しています。 

＜実証実験の概要＞

※サイクルポート数、導入する自転車台数は段階的に増加する予定

図 2-37 川崎市シェアサイクル実証実験サイクルポート設置箇所 

1 実施期間 

平成 31年 3 月 18 日～令和 3年 3月 31 日（約 2年間） 

2 実施場所 

（1）登戸・向ヶ丘遊園駅周辺エリア（登戸駅を中心とするおおむね半径 1.5km） 

（2）殿町・大師河原エリア（小島新田駅を中心とするおおむね半径 1km） 

3 事業者 

OpenStreet（オープンストリート）株式会社 

4 サイクルポ―ト設置場所及び自転車台数（令和元年 9月末時点） 

(1) 登戸・向ヶ丘遊園駅周辺エリア 

サイクルポート：22 か所 自転車台数：150 台 

(2) 殿町・大師河原エリア 

サイクルポート：13 か所 自転車台数：182 台 
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第２章 自転車利用の現状と課題     

■ 川崎市シェアサイクル実証実験での利用状況について（令和元年 9 月末時点）

・利用時間帯は、平日は朝夕の通勤時間、休日は日中利用が多くなっています。

・ポート間の利用状況は、殿町エリアでは小島新田駅とキングスカイフロント、登戸

エリアでは登戸駅前広場を起点とした利用が多い状況です。

   ・利用動線については、殿町エリアでは小島新田駅や産業道路駅からキングスカイフ

ロントまで、登戸エリアは多摩川沿いや生田緑地への利用が多く見られました。

ｂ）多摩川シェアサイクル社会実験

■ 多摩川流域のポテンシャルと将来の可能性について検討する一環として、多摩川

沿川における移動利便性の向上による賑わいの創出等に向けて、シェアサイクルを

活用した社会実験を実施しています。

＜社会実験の概要＞

※上記情報は、令和元年 9月末時点 

図 2-38 多摩川シェアサイクル社会実験サイクルポート設置箇所 

1 実施期間：平成 31年 2 月 1 日～令和 3年 3月 31 日 

2 実施場所：多摩川沿川（中原区丸子橋～高津区二子橋） 

3 実施主体：クリエイティブ・シティ・コンソーシアム 

4 運営主体：OpenStreet（オープンストリート）株式会社 

5 サイクルポ―ト設置場所及び自転車台数（令和元年 9月末時点） 

：中原区丸子橋付近など 7か所、自転車台数：25 台 

〇クリエイティブ・シティ・コンソーシアムとは 

有識者や企業等で構成される官民連携のプラットフォーム（事務局：東京急行電鉄株式会社）として

創設され、渋谷、自由が丘、二子玉川を結ぶ地域と、二子玉川から羽田空港までの多摩川下流域を活動

エリアとして、日本の成長と発展の原動力となるクリエイティブな人が集まり、活動する都市の形成を

目指して取組が進められています。 

このうち多摩川下流域においては、国、大田区、世田谷区、川崎市、東急電鉄株式会社、富士通株式

会社などの多摩川流域企業、大学において、「多摩川流域まちづくり勉強会」を設立し、多摩川流域の

ポテンシャルと将来の可能性について検討が行われています。 
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■ 多摩川シェアサイクル社会実験での利用状況について

・土日の利用が多く、時間帯は午後が多い状況です。

・平日は朝夕の通勤時間帯が多くなっています。

・ポートの利用状況は、丸子橋付近及び多摩川緑地バーベキュー広場付近など駅に 

近いポートの利用が多く、そのほとんどが市街地内との往来に利用されています。

   （ｴ） かわさき多摩川ふれあいロード

■ 多摩川沿いには、自転車と歩行者が利用するかわさき多摩川ふれあいロードが整

備されています。   

■ 平日は通勤・通学目的、休日は運動やレジャー目的で多く利用されており、自転

車で市内外からのアクセスが可能となっています。 

■ 東京都では、都民の健康づくりを目的として、多摩川の河川敷等を利用し羽村市

から大田区に至る、ウォーキングやランニング、散策などが楽しめる約 53km の連

続したコース（たまリバー50 キロ）を定めています。 

図 2-39 かわさき多摩川ふれあいロードの利用目的 

出典：多摩川サイクリングコース利用者を対象としたアンケート結果（平成 25年 10 月実施）より 

図 2-40 かわさき多摩川ふれあいロード位置図 

※多摩川サイクリングコース及び多摩川河口青少年サイクリングコースは、令和 2 年 2 月に

歩行者や自転車等、様々な利用者が安心安全に利用できるコースを連想させる「かわさき

多摩川ふれあいロード」という愛称を設定しました。 
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■ 新多摩川プラン（１９．サイクリングコースの充実）（抜粋）

川崎市の多摩川にあるサイクリングコースは上流部と下流部に分かれており、上流

部は多摩区布田から幸区多摩川大橋までであり、下流部は川崎区鈴木町から殿町まで

となっています。平日は通勤、通学路としても利用され、土日祝日には、多くのサイ

クリング利用者で賑わっており、市域外からの利用も多いことから、未整備区間の延

伸や舗装整備に対する多くの要望があります。その一方で、歩行者に対する安全性や

自転車通行マナーの問題を解決する必要があります。

サイクリングコースの連続性を確保するため、戸手地区におけるスーパー堤防事業

に合わせて多摩川大橋から多摩川見晴らし公園までの延伸整備を行います。また、自

転車と歩行者が安全に利用できるよう、サイクリングコースの拡幅や、利用について

の路面表示の設置、愛称の設定、マナーアップキャンペーンなど利用環境向上に向け

た取組を推進していきます。

【TOPIC】 

令和元年 5月、多摩区布田地先にピクニック橋が完成し、 

かわさき多摩川ふれあいロードが幸区多摩川大橋から多摩区 

菅の市境まで延伸されました。 

橋の概要：潜水橋（増水時には水面下に沈む橋） 

橋名「ピクニック橋」 

橋長 29.5m 全幅員 3.8m（有効幅員 3.0m） 

図 2-43 ピクニック橋

図 2-41 コース上の路面表示 図 2-42 サイクリングコースの拡幅イメージ図
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   （ｵ） 競輪場での取組

■ 川崎競輪場では、魅力と活力あふれた市民に親しまれる競輪場を目指して、サイク

ルスポーツによる賑わいの創出や自転車競技・自転車スポーツの振興に取り組んで

います。 

■ 中学生の職業体験、駅伝やマラソンの先導役、小学校の施設見学・体験、小学校で

の出張授業、商店街イベントへの参加などの活動を行っています。 

中学生の職業体験             小学生の施設見学・体験

図 2-44 川崎競輪場での取組 
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 参考：自転車通勤導入に関する手引き                        

■ 平成 30 年 6 月に閣議決定された自転車活用推

進計画に基づき、事業者活動における自転車通

勤や業務利用を拡大するため、自転車活用推進

官民連携協議会において「自転車通勤導入に関

する手引き」が策定されました。 

■ 「自転車通勤導入に関する手引き」は、これか

ら自転車通勤制度を導入するための検討をす

る際や、すでにある自転車通勤制度の見直しを

行う際の参考となるものです。 

図 2-46 通勤自の手段別にみた心臓疾患・ガンによる死亡・発症リスク 

出典：自転車通勤導入に関する手引きより

図 2-45 自転車通勤導入の手引き 
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図 2-47 自転車通勤による気分の安定度・活性度の変化 

出典：自転車通勤導入に関する手引きより

35



第２章 自転車利用の現状と課題     

 参考：災害時の自転車の活用（東日本大震災時の自転車利用）            

■ IBS 研究活動報告「東日本大震災後の行動実態・意識からみた都市構造・都市交通の

課題」（IBS Annual Report 研究活動報告 2012 P.15-20）によると、震災 1ヶ月後

には、特に都心周辺で自転車の構成比が大きくなっています。 

■ 震災後①（3月下旬）はガソリンの不足と地下鉄が運行していなかったため郊外から

都心に通勤する人がバスを利用し、その結果バスが混むようになったため都心周辺の

人が自転車利用に変えたものと推察されます。 

■ 震災後②（4月中旬）にはバスの混雑は緩和されたが、都心周辺の自転車利用の割合

は高いままだった。現在（平成 23年 10月頃）も以前までは戻っていません。 

＜都心周辺（都心を除く 3km 圏内）＞         ＜郊外＞ 

図 2-48 震災後の利用交通手段構成（通勤通学） 

出典：東日本大震災後の行動実態・意識からみた都市構造・都市交通の課題、IBS Annual Report 研究活

動報告 2012 P.15-20 より

図 2-49 公共交通の運休とガソリン不足で自転車通勤する人たち（仙台市の事例） 

出典：時事通信社
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第２章 自転車利用の現状と課題     

（4）ルール・マナー啓発 

  ア 現状 

   （ｱ） 年齢段階に応じた自転車安全教育

■ 児童・生徒向けの自転車乗り方教室や交通安全教室、高齢者向けの啓発活動など、 

各年齢段階に合わせた交通安全教育を実施しています。 

表 2-2 年齢段階別の主な実施内容 

教育時期 事業名 授業タイプ 開催場所 対象 内容

訪問指導 座学・体験（実技） 保育園・幼稚園 幼児・保護者 車両には気をつける旨の講義と歩き方教室

三歳児検診 啓発 区役所 保護者 検診に訪れた保護者に啓発

自転車乗り方教室 座学・体験（実技） 小学校 小学生 川崎市立全小学校

チリリン・タイム 座学 小学校 小学生 チリリン・タイムの配布等

チリリン・タイム 座学 中学校・高校 中・高生 チリリン・タイムの配布等

交通安全教室 体験 中学校・高校 中・高生 警察官による講話

スケアードストレイト 体験 中学校・高校 中・高生、保護者 委託による実演

成人 成人式の日啓発 啓発 等々力 新成人 自転車小冊子の配布

自宅訪問 訪問・啓発 高齢者宅 高齢者 自転車を含む交通・防犯のちらしの手渡し

交通安全教室 座学 老人いこいの家等 高齢者 申し込みによる受け付けで、講義とＤＶＤによる学習

敬老会 啓発 市民館 高齢者 歩行や自転車を含む車両の運転の注意喚起

高齢者

小学校

中学校・高
校

幼児期

図 2-50 自転車の乗り方教室 図 2-51 自転車シミュレーターによる啓発 
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第２章 自転車利用の現状と課題     

   （ｲ） キャンペーンによるマナー啓発

■ 自転車マナーアップキャンペーンを実施し、街頭

で自転車利用マナーに関するリーフレットを配

布するなど、啓発活動を実施しています。 

表 2-3 キャンペーンにおける主な啓発活動例 

   （ｳ） マナーアップ指導員による指導

■ 自転車利用ルールの周知やマナーの向上を図る

ため、制服姿の「自転車マナーアップ指導員」が

市内を巡回し、マナー違反者に交通安全を呼びか

ける啓発活動を実施しています。 

■ 平成 30 年度には、マナー違反者に対し、指導員に

よる助言内容や、自転車安全利用五則の記載され

たマナーアップカードを交付しています。 

（平成 30年度の交付指導件数 5,045 件）。 

図 2-54 自転車マナーアップカード  

対象 内容

全て 啓発品の配布

全て 啓発品の配布

事業名 開催場所

各季のキャンペーン（春・夏・秋・年末） 各地区にて

5月の自転車マナーアップ強化月間 各地区にて

図 2-52 キャンペーンによるマナー啓発

図 2-53 マナーアップ指導員による指導
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第２章 自転車利用の現状と課題     

 参考：自転車の通行ルールについて                        

○自転車安全利用五則

・平成 19 年 7 月中央交通安全対策会議交通対策本部決定より、自転車に関する交通秩序の 

整序化を図り自転車の安全利用を促進するため、自転車の安全利用五則が定められました。

※例外的に歩道通行が認められている場合

■ 標識や標示により自転車の歩道通行を許可しているとき 

■ １３歳未満、７０歳以上の方又は身体の不自由な方が自転車を運転するとき 

■ 自転車の通行の安全を確保するため歩道通行することがやむを得ないと認め 

られるとき 

○悪質な自転車運転者への安全講習の義務化

・平成 27年 6月 1 日の改正道路交通法の施行に伴い、自転車運転中に危険行為を繰り返した

場合「自転車運転者講習」の受講が義務付けられました。 

図 2-55 自転車の通行ルール

39
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   （ｴ） 自転車損害賠償責任保険等の加入が義務化

■ 神奈川県では、自転車対歩行者の交通事故の増加や重大事故の発生、全国での自

転車事故加害者への高額賠償事例などから、自転車の安全で適正な利用の促進

と自転車損害賠償責任保険等を柱とした条例を制定しています。 

■ 令和元年 10 月 1日からは、自転車損害賠償責任保険等の加入が義務化されまし

た。 

出典：神奈川県ホームページより

図 2-56 神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の概要
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   （ｵ） 川崎駅東口周辺エリアにおける自転車の走行抑制

「川崎駅東口周辺地区総合自転車対策基本計画」及び「同実施計画」により、川崎

駅東口駅前広場周辺エリアにおける自転車の走行抑制として、「押し歩きエリア」を

設定し啓発活動を行うとともに、市役所通りの自転車通行の利用ルールの周知等も 

実施しています。

図 2-57 川崎駅東口駅前の自転車押し歩きエリア
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  イ 課題 

   （ｱ） 自転車関連事故の特性

  自転車関連事故では、自転車利用者の法令違反が多く発生           

■ 自転車関連事故のうち約 63％の事故で自転車利用者が何らかの法令違反が見受

けられます。 

図 2-58 川崎市内の自転車関連事故における法令違反の状況(平成 27年～平成 30 年) 

  30 歳代、40歳代、65 歳以上が占める割合が高い

■ 自転車関連事故の発生状況を年齢層別に見ると、近年は 30 歳代、40 歳代、65 歳

以上が占める割合が高くなっています。 

図 2-59 川崎市内の年齢層別自転車関連事故発生割合 
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第２章 自転車利用の現状と課題     

   （ｲ） ルールの認知・遵守状況

  ルールの認知率に対して、遵守率が低い                    

■ かわさき市民アンケートによる自転車利用ルールの認知状況を見ると、「自転車 

乗用中に、危険行為を３年間に２回以上繰り返した運転者は、公安委員会による

自転車講習を受講しなければならない」が 26.9％と最も低いです。また、「子ども

へのヘルメット着用努力義務」のように 6 割に満たないルールもありますが、  

大半のルールについて 7～8割の方が「知っている」と回答しています。 

■ 一方で、自転車利用ルールの遵守状況では、「守っている」と回答した方が 5～6

割の項目が多く、ルールは知っているが、守っていない人がいる状況にあります。 

図 2-60 自転車利用ルールの認知状況 

出典：平成 30年度かわさき市民アンケート報告書より

図 2-61 自転車利用ルールの遵守状況 

出典：平成 30年度かわさき市民アンケート報告書より
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   （ｳ） 自転車利用ルールを教わった経験

  自転車利用ルールを「教わったことはない」人への、教育の場の構築が必要

■ かわさき市民アンケートによる「自転車利用ルールを教わった経験」を見ると、

「教わったことがある」が 7 割程度で、「小学校で教わった」が 37.7％となって

います。 

■ 「教わったことはない」が 25.3％存在しています。 

図 2-62 自転車利用ルールを教わった経験 

出典：平成 30年度かわさき市民アンケート報告書より

   （ｴ） 自転車走行ルールを学ぶ機会への参加有無

  自転車走行ルールを学ぶ機会への、参加促進に向けた取組が必要

■ かわさき市民アンケートによる「自転車利用ルールを教わった経験」を見ると、

「参加したくない（できない）」が 64.4％と最も多くなっています。 

■ 曜日・時間帯の条件付きを含めて「参加したい」割合は 3割程度となっています。 

図 2-63 自転車走行ルールを学ぶ機会への参加有無 

出典：平成 30年度かわさき市民アンケート報告書より
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   （ｵ） 自転車の利用について

  交通ルールや事故の危険について意識していない人が一定数おり、意識の向上が必要    

■ かわさき市民アンケートによる「自転車の利用について」の意見を見ると、「自転

車での交通事故」「自転車の交通違反」「交通ルール」について意識している人が

半数以上存在している一方、意識していない人も一定数存在しています。 

図 2-64 自転車の利用について 

出典：平成 30年度かわさき市民アンケート報告書より

   （ｶ） 自転車損害賠償責任保険の加入状況

  自転車損害賠償責任保険への加入促進が必要                      

■ 自転車関連事故では、自転車利用者が被害者となる事故だけではなく、加害者と

なり、多額の損害賠償を求められる事例も増加しています。 

【高額賠償事例】（一般社団法人 日本損害保険協会「自転車事故と保険」より作成）

■ 市内アンケート調査では、自転車保険に加入していると答えた人の割合は約 5 割で

した。 

図 2-65 自転車事故を対象とした損害賠償保険の加入について 

出典：平成 30年度かわさき市民アンケート報告書より
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周囲に気を付けていれば、他人に迷惑をかけることはない

他の人はルールを守っていないと思うので、自分もルールをあま
り気にしていない

自転車に乗る時に、自転車の交通違反についてはあまり考えない

自転車で事故を起こすことは、あまり考えられない
（％）

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない そう思わない 無回答

n=1,540

自転車に乗る時に、自転車の交通違反につい
てはあまり考えない

自転車で事故を起こすことは、あまり考えら
れない

他の人はルールを守っていないと思うので、
自分もルールをあまり気にしていない

周囲に気を付けていれば、他人に迷惑をかけ
ることはない

加入している
50.5%

加入していない
36.0%

わからない
11.3%

無回答 2.2%

自転車利用者 n=769

■男子高校生の運転する自転車が車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた24歳の男性会社員と衝突
男性会社員には言語機能の喪失など重大な障害が残った。

損害賠償額 ９,２６６万円

■自転車が高速で坂を下り、歩行者に衝突
夜間、小学生が前方不注意のまま高速で坂を下っていたところ、歩行者と衝突し、転倒させて頭蓋骨の骨折により意識が戻ら
ない状態にさせた。

損害賠償額 ９,５２１万円（保護者に対して）
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第２章 自転車利用の現状と課題     
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